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武
力
攻
撃
や
大
規
模
な
テ
ロ
な

ど
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合

に
、
こ
れ
ら
の
事
態
か
ら
国
民
の

生
命
や
身
体
、
財
産
を
保
護
し
、

国
民
生
活
と
国
民
経
済
に
与
え
る

影
響
を
最
小
限
に
止
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
計
画
は
、
有
事

に
お
け
る
国
や
地
方
公
共
団
体
な

ど
の
責
務
、
国
民
の
協
力
、
住
民

の
避
難
、避
難
住
民
な
ど
の
救
済
、

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
な
ど
に

つ
い
て
定
め
、
的
確
か
つ
迅
速
に

国
民
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　　

市
内
に
在
住
す
る
す
べ
て
の
人

を
保
護
の
対
象
と
し
、
具
体
的
に

は
、地
上
部
隊
が
上
陸
す
る
攻
撃
、

ゲ
リ
ラ
・
特
殊
部
隊
に
よ
る
攻
撃
、

弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
攻
撃
、
航

空
機
に
よ
る
攻
撃
な
ど
の
武
力
攻

撃
事
態
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

　　

避
難
、
救
援
、
武
力
攻
撃
に
と

も
な
う
被
害
の
最
小
化
を
三
本
柱

と
し
、
状
況
（
平
素
の
準
備
・
有

事
へ
の
対
処
・
生
活
再
建
）
を
８

段
階
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

段
階
に
お
け
る
実
施
要
領
と
活
動

要
領
お
よ
び
情
報
収
集
に
関
す
る

計
画
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

　　

今
後
、
み
な
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
意
見
を
参
考
に
し
て
、消
防
・

警
察
・
医
療
・
通
信
な
ど
の
関
係

機
関
の
有
識
者
な
ど
で
構
成
さ
れ

る
「
鳥
取
市
国
民
保

護
協
議
会
」
で
審
議

し
計
画
案
と
し
て
取

り
ま
と
め
ま
す
。

市民政策コメント市民政策コメント

鳥
取
市
国
民
保
護
計
画（
案
）

　平成 16 年 9月、国民保護法の施行により、都道府県・市町村・　平成 16 年 9月、国民保護法の施行により、都道府県・市町村・
指定公共機関のそれぞれの役割と計画の策定スケジュールが指定公共機関のそれぞれの役割と計画の策定スケジュールが
示されました。これを受け、昨年 7月には「鳥取県国民保護示されました。これを受け、昨年 7月には「鳥取県国民保護
計画」が作成され、本市においても本年度中の策定をめざし、計画」が作成され、本市においても本年度中の策定をめざし、
現在「鳥取市国民保護協議会」で検討を行っております。現在「鳥取市国民保護協議会」で検討を行っております。
　このたび、素案がまとまりましたので、市民のみなさんの　このたび、素案がまとまりましたので、市民のみなさんの
ご意見をお待ちしています。ご意見をお待ちしています。

み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い！

計
画
策
定
の
趣
旨

計
画
策
定
の
趣
旨

計
画
の
対
象

計
画
の
対
象

計
画
の
構
成

計
画
の
構
成

提出方法　様式は問いません。住所・氏名・
電話番号を明記のうえ、郵送、ファクシミ
リ、電子メール、持参のいずれかで
資料配置場所　11 月 15 日（水）から市
役所本庁舎総合案内所および危機管理課／
市役所駅南庁舎総合窓口／各総合支所地域
振興課　※鳥取市ホームページにも掲載して
います（アドレスは表紙下段）。
提出期限　
11月 30日 ( 木 ) 必着
提出・問い合わせ先
市役所本庁舎危機管理課 
（0857）20－3118・
（0857）20－3040・

電子メール  kikikanri@
city.tottori.tottori.jp

ご意見のあて先、
資料の配置場所は

こちらです！

国民保護の仕組み国民保護の仕組み

県

市

国

避
難
・
救
援

●警報の発令

●住民に対する避
難の指示

●救援（収容施設
の供与、炊き出
し、医療など）

●避難住民の誘導

指定公共機関・
指定地方公共機関

●放送事業者による警報などの放送
●日本赤十字社による救援への協力
●運送事業者による避難住民および
緊急物資の運送など

●情報の提供
●避難措置の
指示

●救援の指示、
支援

武
力
攻
撃
に
と
も
な
う
被
害
の
最
小
化

国　民

協　力
●避難住民の誘導・救援
●避難に関する訓練への参加

●消火、負傷者の搬送、被災者の救助など
●保健衛生の確保

●放射性物質など（NBC）によ
る汚染への対処

●原子炉などによる被害の防止
●危険物質などに関する危険の
防止

●感染症などへの対処
●生活関連物資などの価格の安定  
など

●応急措置（避難の指示など）
●警戒区域の設定
●生活関連など施設の安全確保
●交通の規制
●保健衛生の確保

●応急措置（避難の指示など）
●警戒区域の設定
●消防
●廃棄物の処理

●電気事業者・ガス事業者によ
る安定的な供給 など

武力攻撃
災害への
対処

国民生活
の安定

●緊急通報
の発令

●消防に係
る武力攻撃
災害の防御
の指示

みなさんの
ご意見お待ち
しています！
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